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審査項目 

 

付議事項 

１）議案第 52 号 「工事請負契約の締結について」  

 粕屋町総合体育館大規模改造工事契約にあたり、議会の議決を

求められたもの。 

 契約の詳細は以下のとおり。 

 ・契約金額 ７億８７９１万９千円（８社による指名競争入札） 

 ・契約相手 因・荻原特定建設工事共同企業体 

代表者 因建設株式会社 代表取締役 因 善嗣 

・契約期間 契約効力発生の翌日から令和６年３月 21 日まで 

・工事概要 建物構造規模 体育館棟・プール棟・プロパン庫・ 

キャノピー 

外構工事 体育館棟・プール棟（金属屋根部分、外

壁石貼、膜屋根保全等の改修） 

内部工事 体育館棟（三角膜、エレベーター入替 

等） 

プール棟（水槽、天井等の改修） 

設備工事 体育館棟（照明 LED 化、自動火災報知

機等の改修） 



プール棟（照明 LED 課、自動火災報知機

等の改修、ろ過機更新） 

・財源   公共施設等適正管理推進事業債 

 

審査 

  長寿命化は何年なのかという問いに対して、寿命は 40 年なの

で、今からでは後 15 年になり、現在は第１段階の工事で 15 年

後に天井の幕を変える。今回は天井を支える柱を変える工事。

天井の幕は東京ドームと同じ幕を使っており、今の劣化状況を

見てあと 15 年は持つ予定。鉄筋は、20 年ごとに工事を行えば

80 年まで寿命を延ばすことができる。 

  プールのかさ上げをする理由は何かという問いに対して、水

の節約と使用される児童や高齢者の安全のために行うという答

えであった。 

  入札の方法について、粕屋町だけの業者しかできないような

指名選定があるのではないか。もっと入札業者を外に広げては

という質問に、規定があり金額が大きいのは JV を組むことにな

っている。粕屋町建設協力会を中心に考え、更にもっと良い業

者はないか調べ、結果として同じ業者が重なった入札になって

いるという答えであった。また、指名業者が重なっているとい

うことがおかしいと思わないかという問いに対して、町として

総合的に判断しているという回答であった。 

体育館が１年３か月という長い間使えなくなることに対して

の代替措置はどう考えているかの質問に対して、特にプールで

歩行の練習に使用されている方には、ほかにどのような運動が

できるのか、また、近くのルネサンス、アクシオン、ホリデイな

どプールのみの使用ができるか調査したりお願いしたりしてい

るという回答であった。 

審査の結果、原案どおり賛成多数で可決。 

 

報告事項 

（１）「新型コロナウイルスワクチン接種事業の経過報告と今後

の予定について」（９月 12 日現在） 

・４回目接種券交付者・・・接種率 62.8％ 

うち 65 歳以上 95.3% 

・小児（５歳～11 歳）接種・・・接種率約 15％ 

   ・オミクロン株対応ワクチン接種について 

    国が全額費用を負担する。 



（２）朝日町営住宅建替えに伴う進捗状況について 

① 建物基本設置について 

② 建替えとスケジュールについて 

③ 住民説明会について 

・８月 21 日の住民説明会では 40 名の住民が参加。引っ越し

費用等の質問があった。 

 

協議事項 

  〇定員割れが続く町立仲原幼稚園・中央幼稚園の今後につい

ての提言書作成について 

 

 


